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平成２７年度第１回兵庫労働局公共調達監視委員会議事概要 

 

 平成２７年度第１回公共調達監視委員会を平成２７年５月２９日（金）に兵庫労働局会議室にお

いて開催しました。 

 その審議の内容は下記のとおりです。 

 

１ 審査対象期間 平成２７年１月１日～平成２７年３月３１日 

 

２ 公共調達審査会審議結果報告（公共調達審査会委員長） 

  平成２７年５月１２日に開催しました公共調達審査会は、委員３名全員の出席により、対象期

間が平成２７年１月１日から３月３１日の間の契約締結分を対象とした案件６件の審査を行っ

た結果、全案件について、適正な処理が行われていると判断しました。 

 

３ 抽出結果の報告（抽出担当委員） 

  抽出担当委員より、対象期間は平成２７年１月１日から平成２７年３月３１日までの対象案件

６件の全てを抽出し、審議の対象とする報告がなされた。 

 

４ 対象案件の審議 

  対象案件中５件は競争入札によるもの、１件は随意契約によるもので、事務局から公共調達監

視委員会審議対象一覧に沿って各案件を説明。 

 

委員  随意契約「工事１番」について、４１％の落札率、工事内容に関しては全く問題ない、

安かろう悪かろうではない。 

局   大丈夫です。 

委員  耐用年数大体１０年くらい。 

局   目安は１０年くらいを考えています。 

委員  この業者は他の庁舎でも実績のあるところですか。 

局   あります。 

 

委員  競争入札「物品２番」なんですが、ソフトのついたシステムを再購入されたという考え

方ですか、それとも１品１品つけたという考え方ですか。 

局   ハードの総替えです。 

委員  システム自体はあるわけですからそのシステムの古くなったハードを新しくしたとい

うことですか。 

局   そうです。 

委員  ドットプリンターがありますが、かつてのイメージがあるんですが、なんでドットプリ

ンターですか。 

局   給与の明細が複写式で普通のプリンターでは下の紙に複写されないためです。 

委員  これの保守契約はどうなってますか。 

局   この契約はあくまで物の購入だけです。 

委員  システムを総替えする場合過去のデータはどうなりますか。 

局   別途システムの保守業者がデータの移設を行います。 

委員  移設して残ったデータは廃棄ですか。 

局   最終的に消去します。 
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委員  「物品４番」の民間活用について、キャリアコンサルティングをするのは民間業者です

か。 

局   これは物品だけでしてキャリアコンサルティングを行う業者は第１四半期に契約を結

び５月１５日から実施となり次回の監視委員会の対象となります。 

委員  そのための物品の整備ですか。 

局   そうです。 

委員  キャリアコンサルティング事業の期間はどれくらいですか。 

局   １年間で契約は行い通常は何年間か事業が継続されますが、受託業者の契約は１年とな

り次の年は改めて競争入札を行います。 

委員  この事業がもし１年とか２年で終わった場合に物品はどうなるのか 

局   少なくとも１年で終わることはないということです。本来ハローワークの施設の中でこ

の事業を行うのですが、当局の場合は三宮の「若者ハローワーク」にこれを設置するスペ

ースがなかった関係で外部に場所を借りて実施しています。ハローワークの中で実施する

ので備品をハローワークで用意して事業終了後も活用します。 

委員  単年度で事業が終わってしまうとその資源をどう使うかということで、その点では継続

してやってくださいね、無駄にされないようにということです。 

局   ある程度の期間継続される事業と認識しています。また、事業終了後も活用します。 

 委員  これは、６社の競争で落札率が９７.５％と非常に高いですね、３番と同じ業者が落札さ

れていますがこれは偶然ですか。 

局   偶然です。予定価格の算出で確認したところ、什器設置費の算出額が低すぎた感があり

ました。 

 

委員  「役務の１番」ですが、これはコンピュータラックのデカイバージョン、修繕というこ

とは大きいのですか。 

局   大きくはないですが、ラック自体はしっかりしたもので上にもプリンターとかを載せる

１人用です。 

委員  新しいものに取り換えるのではなく錆びたところとかを修繕したのですか。 

局   そうです。その上にシートを張り付けました。 

委員  そのほうがいいんですか、安くつくとか。 

局   かなり安いです、ラック購入より大幅に安価です。 

 

５ 審議結果（委員長） 

本日、審議を行った案件について、特に不適切又は改善すべきと思われる点はございませんで

しょうか。 

（「異議なし」の声） 

本日の審議内容につきましては特に不適切又は改善すべきと思われる点は無かったと運営要

綱第 5 条第 4 項のとおり、委員の多数をもって決したと認めます。 

それでは、運営要綱第 5 条第 2 項により、本日の審議内容を兵庫労働局長へ報告するとともに

議事の概要を公表（ホームページへの掲載）することとします。 

 

６ 閉会  


